










（特別管理）産 業 廃 棄 物 保 管 場 所
金属くず、廃プラスチック類産業廃棄物の種類
山口市〇〇町１－２－３
株式会社〇×工業
代表取締役 山口〇〇

〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇

管理者の氏名又は
名称及び連絡先

２.０m最大保管高さ
４０m3最大保管量

60cm
以上

60cm以上
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代表取締役 山口〇〇

〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇
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産業廃棄物処理業者の帳簿（省令第１０条の８）

区分 記載事項（処理される産業廃棄物の種類ごとに） 記載期限

収集又は運搬をしたとき ①収集又は運搬年月日 翌月末まで

②�交付された管理票ごとの管理表交付者の氏名又は名称、交付年
月日及び交付番号

交付された日から
１０日以内

③受入先ごとの受入量 翌月末まで

④運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで

⑤積替え又は保管の場所ごとの搬出量（積替え又は保管を行う場合） 翌月末まで

運搬の委託をしたとき
（中間処理後の廃棄物を処理
する場合）

①委託年月日 翌月末まで

②受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末まで

③交付した管理票ごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで

④運搬先ごとの委託量 翌月末まで

処分をしたとき ①受入又は処分した年月日 翌月末まで

②�交付（回付）された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、
交付年月日、交付番号

交付された日から
１０日以内

③受入先ごとの受入量 翌月末まで

④処分方法ごとの処分量 翌月末まで

⑤�処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）後の産業廃棄物の
持出先ごとの持出量

翌月末まで

処分の委託をしたとき
（中間処理後の廃棄物を処理
する場合）

①委託年月日 翌月末まで

②受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末まで

③交付した管理票ごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで

④�交付した管理票ごとの、交付（回付）された受け入れた産業廃
棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日、
交付番号

引渡しまで

⑤�交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第８条の
３１の５第３号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏
名又は名称及び登録番号

引渡しまで

⑥�情報処理センターへ登録ごとの、交付（回付）された受け入れ
た産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交
付年月日、交付番号

引渡しまで

⑦�情報処理センターへ登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る
第８条の３１の５第３号の規定による通知に係る処分を委託し
た者の氏名又は名称及び登録番号

引渡しまで

⑧受託者ごとの委託の内容、委託量 翌月末まで

※�石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにしてください。



特別管理産業廃棄物処理業者の帳簿（省令第１０条の２１）

区分 記載事項（処理される特別産業廃棄物の種類ごとに） 記載期限

収集又は運搬をしたとき ①収集又は運搬年月日 翌月末まで

②�交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年
月日及び交付番号

交付された日から
１０日以内

③受入先ごとの受入量 翌月末まで

④運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで

⑤積替え又は保管の場所ごとの搬出量（積替え又は保管を行う場合） 翌月末まで

運搬の委託をしたとき
（中間処理後の廃棄物を処理
する場合）

①委託年月日 翌月末まで

②受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末まで

③交付した管理票ごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで

④運搬先ごとの委託量 翌月末まで

処分をしたとき ①受入又は処分した年月日 翌月末まで

②�交付（回付）された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、
交付年月日、交付番号

交付された日から
１０日以内

③受入先ごとの受入量 翌月末まで

④処分方法ごとの処分量 翌月末まで

⑤処分（埋立処分を除く。）後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

処分の委託をしたとき
（中間処理後の廃棄物を処理
する場合）

①委託年月日 翌月末まで

②受託者の氏名又は名称、住所、許可番号 翌月末まで

③交付した管理票ごとの交付年月日、交付番号 引渡しまで

④�交付した管理票ごとの、交付（回付）された受け入れた特別管
理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交
付年月日、交付番号

引渡しまで

⑤�交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る
第８条の３１の５第３号の規定による通知に係る処分を委託し
た者の氏名又は名称及び登録番号

引渡しまで

⑥�情報処理センターへ登録ごとの、交付（回付）された受け入れ
た特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は
名称、交付年月日、交付番号

引渡しまで

⑦�情報処理センターへ登録ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄
物に係る第８条の３１の５第３号の規定による通知に係る処分
を委託した者の氏名又は名称及び登録番号

引渡しまで

⑧受託者ごとの委託の内容、委託量 翌月末まで

産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設を設置している事業者の帳簿（省令第８
条の５第１項第１号）

区分 記載事項（処理される産業廃棄物の種類ごとに） 記載期限

処分

①処分年月日 翌月末まで

②処分方法ごとの処分量 翌月末まで

③処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）後の廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

※�石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにしてください。



産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に、
受託した処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生

①事故（保管上限超過）②事業の廃止③施設の休廃止④埋立終了⑤欠格要件該当
⑥行政処分（事業停止命令、施設設置許可取消し、改善命令等に伴う保管上限超過）

１０日以内にその旨を委託者に対して書面により通知し、通知の写しを保存（５年間）
（違反した者には、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金）

通知の発出及び通知の保存は、電子ファイルで行うことも可能

通知を受けた者は、次の①又は②の場合は、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防
止のために必要な措置を講ずるとともに、通知を受けた日から３０日以内に都道府県知
事に報告しなければならない。

② 収集運搬業者又は処分業者に引き渡した廃棄物（通知をした者に処分を委託した者
に限る。）について処分が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき

① 収集運搬業者に引き渡した廃棄物（通知をした者に運搬を委託したものに限る。）
について運搬が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき

産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者の帳簿（省
令第８条の５第１項第２号）

区分 記載事項（処理される産業廃棄物の種類ごとに） 記載期限

運搬

①当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 翌月末まで

②運搬年月日 翌月末まで

③運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで

④積替え又は保管の場所ごとの搬出量（積替え又は保管を行う場合） 翌月末まで

処分

①当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 翌月末まで

②処分年月日 翌月末まで

③処分方法ごとの処分量 翌月末まで

④処分（埋立処分及び海洋投入処分を除く。）後の廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

※�石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにしてください。

特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿（省令第８条の１８）

区分 記載事項（処理される特別管理産業廃棄物の種類ごとに） 記載期限

運搬

①当該特別産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 翌月末まで

②運搬年月日 翌月末まで

③運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 翌月末まで

④積替え又は保管の場所ごとの搬出量（積替え又は保管を行う場合） 翌月末まで

処分

①当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 翌月末まで

②処分年月日 翌月末まで

③処分方法ごとの処分量 翌月末まで

④処分（埋立処分を除く。）後の廃棄物の持出先ごとの持出量 翌月末まで

認定親子会社等には、上記の他に記載事項がありますので、御不明な点等があれば管轄の環境保健所までお問い合わ
せください。



産業廃棄物の処理を受託した産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に、
受託した処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由が発生

①事故（保管上限超過）②事業の廃止③施設の休廃止④埋立終了⑤欠格要件該当
⑥行政処分（事業停止命令、施設設置許可取消し、改善命令等に伴う保管上限超過）

１０日以内にその旨を委託者に対して書面により通知し、通知の写しを保存（５年間）
（違反した者には、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金）

通知の発出及び通知の保存は、電子ファイルで行うことも可能

通知を受けた者は、次の①又は②の場合は、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防
止のために必要な措置を講ずるとともに、通知を受けた日から３０日以内に都道府県知
事に報告しなければならない。

② 収集運搬業者又は処分業者に引き渡した廃棄物（通知をした者に処分を委託した者
に限る。）について処分が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき

① 収集運搬業者に引き渡した廃棄物（通知をした者に運搬を委託したものに限る。）
について運搬が終了した旨のマニフェストの送付を受けていないとき



　山口県では、産業廃棄物処理業者の許可情報をインターネット（山口県公式ウェブサイト）か

ら広く検索、取得できるシステムを構築しています。 

山口県産業廃棄物
処理業者

情報検索システム

8
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お電話をおかけになった場所を管轄する健康福祉センター

（携帯電話の場合は県庁）または下関市役所につながります。



お電話をおかけになった場所を管轄する健康福祉センター

（携帯電話の場合は県庁）または下関市役所につながります。



※　この条例に基づく届出や、報告の様式については、
　インターネットの山口県公式ウェブサイトからもダウン
　ロードできます。



※　この条例に基づく届出や、報告の様式については、
　インターネットの山口県公式ウェブサイトからもダウン
　ロードできます。



　分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、

公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の設置が

必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術

者の配置をしなければなりません。



　分別解体等・再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、

公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の設置が

必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術

者の配置をしなければなりません。



経済産業省
「自動車リサイクル法」

公益財団法人
自動車リサイクル促進センター

　使用済自動車については、有用金属・部品を含み資源として価値の高いものであるため、以前

解体業者や破砕業者において、通常の商取引として流通し、リサイクル及び処理が行われていま

した。

　しかしながら、最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格

の低下・不安定な変動により、それまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあったこと

から、使用済自動車の逆有償化（処理費を払って引き渡す状況）が進展し、不法投棄・不適正処

理の懸念が生じてきました。
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公益財団法人
自動車リサイクル促進センター

　使用済自動車については、有用金属・部品を含み資源として価値の高いものであるため、以前

解体業者や破砕業者において、通常の商取引として流通し、リサイクル及び処理が行われていま

した。

　しかしながら、最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト処理費用の高騰や鉄スクラップ価格

の低下・不安定な変動により、それまでのリサイクルシステムが機能不全に陥りつつあったこと

から、使用済自動車の逆有償化（処理費を払って引き渡す状況）が進展し、不法投棄・不適正処

理の懸念が生じてきました。
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